
（平成２１年４月３０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 20 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 10 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1226 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 11 月から 37 年３月までの期間及び 53 年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 11月から 37年３月まで 

          ② 昭和 53年１月から同年３月まで 

20 歳になった時、Ａ町（現在は、Ａ市）で同居をしていた母親が、国民

年金への加入手続を行った。私は働いており、収入はすべて母親に渡して

いたので、その中から国民年金保険料を納付してくれていた。当時は、集

金に来ていたことを母親から聞いている。 

Ｃ市Ｄ（現在は、Ｅ区）に転居してからは、私が、妻の国民年金保険料と

一緒に納付していた。妻は納付済みとなっているのに、私の国民年金保険

料が未納とされていることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は合わせて８か月と比較的短期間である上、申立人は国民年金加

入期間について、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金保険料を納付していたとする母親は、国民年金が

発足した昭和 36年４月に任意加入し、申立期間①を含め 60歳到達までの期間

については国民年金保険料をすべて納付済みであり、母親の国民年金保険料の

納付意識は高いことがうかがわれることから、申立人の申立期間①について納

付していたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が所持する国民年金手帳、Ｃ市役所が保管する国民年金保

険料納付記録等において、申立人及びその妻は、結婚後の国民年金保険料の納

付日が確認できる期間において、おおむね同一日に納付していることが確認で

き、申立内容を裏付けているとともに、申立期間②前後は夫婦共に納付済みで

ある上、申立人の妻は、申立期間②の国民年金保険料を納付していることが確

認できることから、申立人の国民年金保険料についても併せて納付したものと

考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1227 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年３月及び同年４月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正するこ

とが必要であるとともに、38 年５月から 39 年２月までの期間及び同年５月か

ら 40 年７月までの期間の国民年金保険料については、還付されていないもの

と認められることから、還付についての記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年５月から 40年７月まで 

私は、昭和 36 年 10 月から首都圏で働いていたが、20 歳になった直後の

37 年４月ごろに、兄がＡ県Ｂ市（現在は、Ｃ市）の市役所で国民年金の加

入手続をし、国民年金保険料を 36 年 12 月から 40 年７月まで納付してくれ

た。 

時期はよく憶
おぼ

えていないが、Ｄ商工会議所に社会保険事務所から職員が来

ていたので、年金についての相談をしたところ、「昭和 38 年５月から 40

年７月までの国民年金保険料の納付記録は残っていないが、還付されてい

るみたいですね。」と言われ、昨年、兄が、Ｃ市役所で還付されているこ

とについて尋ねたが、確認できないとのことであった。 

申立期間について、国民年金保険料の還付を受けた記憶は無く、還付済み

とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認記録により、申立期間の国民年

金保険料が納付されていることが確認できる。 

また、申立期間のうち、昭和 38 年５月から 39 年２月までの期間及び同年

５月から 40 年７月までの期間は、申立人は、厚生年金保険の被保険者期間で

あることから、国民年金と重複期間となっているものの、Ｅ市が保管する申立

人に係る国民年金被保険者名簿には、当該期間に係る還付の記載が無い上、社

会保険事務所において、申立人に係る還付整理簿は保存されておらず、当該期



  

間の国民年金保険料が還付されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立期間のうち、昭和 39 年３月及び同年４月については、厚生年

金保険の被保険者期間ではなく、国民年金の強制被保険者となる期間であるた

め、当該期間について、国民年金保険料を還付する理由は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年３月及び同年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められ

るとともに、38 年５月から 39 年２月までの期間及び同年５月から 40 年７月

までの期間の国民年金保険料は還付されていないものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1228 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年１月から同年３月まで 

平成 19 年 12 月 25 日に社会保険事務所に夫婦で行き、国民年金の記録を

確認したところ、初めて申立期間の国民年金保険料が未納とされているこ

とが分かった。社会保険事務所に調査してもらったところ、20 年１月 18 日

に納付事実を確認することができないとの回答があった。 

申立期間の３か月の国民年金保険料の納付について、当方に銀行勘定帳

があったので調べたところ、昭和 61 年５月 14 日の欄に、２行に渡り国民

年金保険料を小切手により当座預金から引き出した旨の記載があった。こ

のように銀行勘定帳に証拠があったのに保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人が所持する当座預

金の出納に係る帳簿（以下「帳簿」という。）に基づき、納付したと申し立て

ているが、同帳簿には、納付したとする国民年金保険料の納付対象月について

の記載は無く、申立人が所持している国民年金保険料領収書や当時の国民年金

保険料と突合したところ、同帳簿の１行目の記載については、引き出した金額

が昭和 61 年度の２か月分（申立人夫婦の各国民年金保険料の１か月分）の国

民年金保険料額に相当しており、また、当該帳簿の２行目の記載については、

引き出した金額が 60 年度の国民年金保険料の８か月分（申立人夫婦の各国民

年金保険料の４か月分）に相当するものの、当該帳簿に引き出しの記載がある

昭和 61 年５月 14 日付けで 60 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険

料領収書があることから判断すると、引き出した金額のほとんどは、これに充

てられたものと考えるのが自然であり、当該帳簿の記載のみをもって、申立人



  

が申立期間の国民年金保険料を納付したことを裏付けるものとは考え難い。 

一方、申立期間は３か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 39 年 10

月から 60 歳に到達するまでの期間の国民年金保険料について、申立期間を除

き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の妻も 41 年 11 月から 60

歳に到達するまでの期間の国民年金保険料について、申立期間を除き、国民年

金保険料をすべて納付している。 

また、申立人が所持している国民年金保険料領収書によれば、申立人夫婦

は、申立期間の昭和 60年度については、昭和 60年４月から同年６月までの分

の国民年金保険料を 61 年５月 14 日に、60 年７月から同年９月までの分を 62

年３月 31 日に、60 年 10 月から同年 12 月までの分を 62 年 12 月 15 日に、そ

れぞれ過年度納付しており、それらの時点で、申立期間の過年度納付は可能で

あったにもかかわらず、あえて申立期間の国民年金保険料のみを納付しなかっ

たとは考えにくい。 

さらに、申立期間の前後を通じて申立人の住所や仕事等に変更はなく、生

活状況に大きな変化は認められないことから、申立期間のみ国民年金保険料が

未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付したものと認められる。  

 



  

福岡国民年金 事案 1229 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年１月から同年３月まで 

平成 19 年 12 月 25 日に社会保険事務所に夫婦で行き、国民年金の記録を

確認したところ、初めて申立期間の国民年金保険料が未納とされているこ

とが分かった。社会保険事務所に調査してもらったところ、20 年１月 18 日

に納付事実を確認することができないとの回答があった。 

申立期間の３か月の国民年金保険料の納付について、当方に銀行勘定帳

があったので調べたところ、昭和 61 年５月 14 日の欄に、２行に渡り国民

年金保険料を小切手により当座預金から引き出した旨の記載があった。こ

のように銀行勘定帳に証拠があったのに保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人が所持する当座預

金の出納に係る帳簿（以下「帳簿」という。）に基づき、納付したと申し立て

ているが、同帳簿には、納付したとする国民年金保険料の納付対象月について

の記載は無く、申立人が所持している国民年金保険料領収書や当時の国民年金

保険料と突合したところ、同帳簿の１行目の記載については、引き出した金額

が昭和 61 年度の２か月分（申立人夫婦の各国民年金保険料の１か月分）の国

民年金保険料額に相当しており、また、当該帳簿の２行目の記載については、

引き出した金額が 60 年度の国民年金保険料の８か月分（申立人夫婦の各国民

年金保険料の４か月分）に相当するものの、当該帳簿に引き出しの記載がある

昭和 61 年５月 14 日付けで 60 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険

料領収書があることから判断すると、引き出した金額のほとんどは、これに充

てられたものと考えるのが自然であり、当該帳簿の記載のみをもって、申立人



  

が申立期間の国民年金保険料を納付したことを裏付けるものとは考え難い。 

一方、申立期間は３か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 41 年 11

月から 60 歳に到達するまでの期間の国民年金保険料について、申立期間を除

き、国民年金保険料をすべて納付しており、申立人の夫も 39 年 10 月から 60

歳に到達するまでの期間の国民年金保険料について、申立期間を除き、国民年

金保険料をすべて納付している。 

また、申立人が所持している国民年金保険料領収書によれば、申立人夫婦

は、申立期間の昭和 60年度については、昭和 60年４月から同年６月までの分

の国民年金保険料を 61 年５月 14 日に、60 年７月から同年９月までの分を 62

年３月 31 日に、60 年 10 月から同年 12 月までの分を 62 年 12 月 15 日に、そ

れぞれ過年度納付しており、それらの時点で、申立期間の過年度納付は可能で

あったにもかかわらず、あえて申立期間の国民年金保険料のみを納付しなかっ

たとは考えにくい。 

さらに、申立期間の前後を通じて申立人の住所や仕事等に変更はなく、生

活状況に大きな変化は認められないことから、申立期間のみ国民年金保険料が

未納とされているのは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付したものと認められる。  

 



  

福岡国民年金 事案 1230 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年４月から 38年３月までの期間及び 45年４月から 46年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月から 38年３月まで 

         ② 昭和 45年４月から 46年３月まで 

昭和 46 年７月ごろ、夫がＡ市議会議員に立候補する際に、夫の知人であ

るＡ市役所職員のＢ氏から、「私と夫の国民年金保険料が２年分ずつ未納

になっている。」と指摘を受けたことから、夫に、「Ｂさんに国民年金保

険料を納付してこい。」と言われたので、私がＡ市役所に行き、Ｂ氏に未

納とされていた国民年金保険料を納付した。しかし、Ｂ氏に「領収書は、

夫に渡す。」と言われたので、領収書はもらわずに暑い中をそのまま帰宅

した。 

昭和 46 年９月に夫がＡ市議会議員に当選したこともあって、国民年金保

険料を納付した当時の記憶がはっきりしているので申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年金手

帳記号番号払出簿により、昭和 39年１月 22日に夫婦連番で払い出されている

ことが確認でき、申立人夫婦は、36 年４月から 60 歳に達するまでの国民年金

加入期間については、申立期間及び申請免除期間を除き、国民年金保険料をす

べて納付しており、申立人夫婦の保険料の納付意識は高かったものと考えられ

る。 

また、申立人の夫が昭和 46 年７月にＡ市議会議員に立候補する際、夫の知

人であるＡ市役所職員のＢ氏から、未納期間の指摘を受けたため、同月に夫か

ら指示を受けた申立人が、未納期間とされていた申立人夫婦の国民年金保険料

を同氏に納付したと申し立てているところ、同氏は、当時、Ａ市役所保険年金



  

課に主査として在籍していることが確認でき、申立人の国民年金保険料の納付

状況に関する記憶も鮮明である。 

さらに、申立人が国民年金保険料を納付したとする時期は、第１回目の特

例納付期間中である昭和 46 年７月であり、申立人が納付したとする金額と未

納とされている申立期間について、申立人夫婦の国民年金保険料を特例納付に

より納付した場合の保険料の金額がおおむね一致していることから、申立人は、

申立期間の申立人夫婦の国民年金保険料を納付していたと考えるのが自然であ

る。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1231 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年４月から 38年３月までの期間及び 45年４月から 46年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月から 38年３月まで 

② 昭和 45年４月から 46年３月まで 

昭和 46 年７月ごろ、Ａ市議会議員に立候補する際に、知人であるＡ市役

所職員のＢ氏から、私達夫婦の国民年金保険料が２年分ずつ未納になって

いると指摘を受けたことから、Ａ市役所に行き、Ｂ氏に未納とされていた

国民年金保険料を納付した。 

申立期間の国民年金保険料が未納になっているので納得いかない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年金手

帳記号番号払出簿により、昭和 39年１月 22日に夫婦連番で払い出されている

ことが確認でき、申立人夫婦は、36 年４月から 60 歳に達するまでの国民年金

加入期間については、申立期間及び申請免除期間を除き、国民年金保険料をす

べて納付しており、申立人夫婦の保険料の納付意識は高かったものと考えられ

る。 

また、申立人が昭和 46 年７月にＡ市議会議員に立候補する際、知人である

Ａ市役所職員のＢ氏から、未納期間の指摘を受けたため、妻が、未納期間とさ

れていた申立人夫婦の国民年金保険料を同氏に納付したと申し立てているとこ

ろ、同氏は、当時、Ａ市役所保険年金課に主査として在籍していることが確認

でき、申立人の妻の国民年金保険料の納付状況に関する記憶も鮮明である。 

さらに、申立人が国民年金保険料納付を納付したとする時期は、第１回目



  

の特例納付期間中である昭和 46 年７月であり、申立人の妻が納付したとする

金額と未納とされている申立期間について、申立人夫婦の国民年金保険料を特

例納付により納付した場合の保険料の金額がおおむね一致していることから、

申立人の妻は、申立期間の申立人夫婦の国民年金保険料を納付していたと考え

るのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1232 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年 10月から 44年３月まで 

私は、昭和 39 年 10 月に結婚し厚生年金保険から国民年金への切替手続

を行い、保険料を欠かさず納付していたが、申立期間について保険料が未

納とされていた。社会保険庁に理由を聞くと、厚生年金保険の被保険者期

間と重複していたので、平成６年３月 29 日に保険料を還付しており、国民

年金の保険料納付期間と認められないとの回答であった。 

昭和 40 年６月に長男、41 年 12 月には次男を出産し、育児等で申立期間

に会社勤めはできなかった。それに、国民年金保険料の還付請求をしたこ

とも、還付金を受け取った記憶も無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金被保険者名簿により、申立期間の国民年

金保険料が納付されていることが確認できる。 

一方、同名簿には、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とする記録が

残されているが、社会保険庁のオンライン記録には、申立期間を厚生年金保険

の被保険者とする記録は無い上、国民年金保険料の還付があった場合に社会保

険事務所が保管することとされている申立人の特殊台帳も確認できない。 

また、社会保険事務所の回答によると、国民年金保険料の還付に係る国庫

金送金通知書等の書類を申立人へ発送したのは平成６年３月 29 日であるが、

還付金の受取が無いため振出小切手の期限経過として同事務所で歳入納付の処

理を行った書類が存在する上、その後、同事務所で再度、申立人へ還付請求の

手続を行ったことの記録は残されていない。 

さらに、申立人は、社会保険事務所が当該書類を発送したとする日に近い

平成６年４月７日にＡ市Ｂ区Ｃから同区Ｄへ転居した事実が確認できることか

ら、申立人は当該書類を受け取っていない可能性がある。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について

国民年金保険料の納付があったものとして記録を訂正することが必要である。 



  

福岡国民年金 事案 1233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年７月から同年 12 月までの期間及び 49 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年７月から同年 12月まで 

         ② 昭和 49年１月から同年３月まで 

昭和 42 年 11 月６日にＡ市Ｂ区から同市Ｃ区Ｄ団地に転居した。その当

時は、Ｅ研究所で厚生年金保険に加入していたが、43 年７月に同研究所を

退職し、直ちにＣ区役所で国民年金の加入手続をした。Ｄ団地には納付組

合が有り、女性の方が３か月に１度、保険料を集金に来ていた。団地に住

んでいた間は、すべて集金により保険料を納めていた。領収書は、その都

度のこともあれば、次の集金時に受け取ることもあった。半年か１年に１

度、納付組合から記念品をもらった記憶がある。 

申立期間について、国民年金保険料を納付したのは間違いないので記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、それぞれ６か月、３か月と比較的短期間であり、当

該期間前後の期間の国民年金保険料は納付済みである上、当該期間の前後を通

じて申立人に転居の事実は無く、生活状況に大きな変化は認められないことな

どから、当該期間の国民年金保険料を納付しない特別な事情は見当たらない。 

また、申立人は居住するＤ団地には納付組合が有り、女性が３か月に１度、

保険料を集金に来ていたとしているが、申立人が所持する国民年金保険料の領

収書の日付から、申立人が主張するとおり定期的に国民年金保険料を納付した

ことが確認できる上、当該領収書に「国民年金印紙売りさばき基金」と記載さ

れていることからも、集金による国民年金保険料の納付であったことが裏付け

られる。    



  

さらに、社会保険事務所が保管するマイクロフイルムによると、申立期間

前の昭和 41 年１月から同年３月までの期間については保険料の未納期間とさ

れていたが、Ａ市Ｂ区役所Ｆ出張所の「Ａ市国民年金業務端末抽出データ」で

保険料納付が確認され、記録の訂正が認められている上、昭和 44 年度及び 46

年度については、当該マイクロフイルムと社会保険庁のオンライン記録が一致

しない箇所が見られるなど、行政側において申立人の記録管理が適切に行われ

ていなかったことがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1234 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から同年３月まで 

社会保険事務所の記録では、申立期間の国民年金保険料が未納とされてい

る。私は、昭和 58 年１月にＡ市Ｂ区役所で婚姻届を提出した際に、以前か

ら所持していた国民年金手帳を提示して氏名等の変更手続を行い、夫と一

緒に国民年金保険料を納付してきた。 

申立期間の国民年金保険料が自分のみ未納とされていることに納得できな

いので、調査の上、記録の訂正をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間及び厚生

年金保険被保険者資格喪失後の国民年金への切替の際に生じている国民年金未

加入期間の１か月を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料をすべて

納付しており、申立人の保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立人は、結婚後は夫と一緒に国民年金保険料を納付していたとし、

申立期間当時の国民年金保険料については具体的に納付していた保険料の額を

供述しており、この金額は、当時の国民年金保険料とほぼ一致していることが

確認できる上、申立期間の国民年金保険料を納付していたとする時点において、

申立人に住居の移転は無く申立人の夫は申立期間について納付済みとなってい

ることから、申立人は、申立期間を含め国民年金保険料を納付したと考えるの

が自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ協同組合（現在は、Ｂ協同組合連

合会）における資格喪失日に係る記録を昭和 47 年２月１日に訂正し、申立期

間の標準報酬月額を４万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月 31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ協同組合

からＣ社に異動した際、１か月の空白期間があるとの回答があった。 

関連事業所への異動であり、継続して勤務していたことは事実であるので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録、Ｂ協同組合連合会の回答内容及び申立人の同僚の

供述から判断すると、申立人がＡ協同組合及び同事業所の関連会社に継続して

勤務し（昭和 47 年２月１日にＡ協同組合からＣ社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ協同組合における

昭和 46年 12月の社会保険事務所の記録から、４万 2,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ｂ協同組合連合会は当時の関係資料が無く不明であると回答しているが、

同事業所の保管する被保険者資格喪失確認通知書における申立人の資格喪失日

は、社会保険庁の記録どおりの昭和 47年１月 31日となっていることから、事

業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年１月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格

取得日に係る記録を平成５年６月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

53万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年６月 30日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、平成５年６

月末にＣ社を退職後、引き続き関連会社であるＡ社に勤務していたが、こ

の間の被保険者記録が無いとの回答があった。 

当時の給与明細書もあり、勤務していたことは事実であるので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社が提出したＡ社の取締役会議事録及び同社の法人登記簿によると、申

立人は平成５年６月 28 日に同社の代表取締役に就任しており、また、申立人

に係る雇用保険及び厚生年金基金の記録並びにＣ社からの回答から判断すると、

申立人は、同年６月 30 日に同社から同社の関連会社であるＡ社に継続して勤

務していたものと認められる上、申立人が提出した給与明細書により、申立人

は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成５

年７月の社会保険事務所の記録及び申立人が提出した給与明細書から、53 万

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、Ｂ社は当時の関係資料等が保存されておらず、不明であると



  

しており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



  

福岡国民年金 事案 1235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年１月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 45年３月まで 

申立期間当時、夫婦で店を経営し、配達や集金で忙しかった。 

自宅に国民年金保険料の集金人が２か月か３か月に１回、来たので夫婦二

人分を納付した。最初の集金人は男性で、次に女性に変わり、また別の女

性になったあと、最後は元の女性に戻った。 

申立期間の国民年金保険料は、すべて集金人に納付した。 

また、申立期間のなかでも、妻が８か月少なく納付していることになって

おり、全く納得できない。この申立期間そのものの記録が信頼できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人夫

婦の国民年金手帳記号番号は、Ａ県において昭和 36 年４月に連番で払い出さ

れたものの、その後、申立人夫婦の国民年金被保険者台帳は 45 年に廃棄され

ていることが確認でき、申立人夫婦が国民年金保険料を、納付した形跡が見当

たらないことから､当該台帳が廃棄となったものと推認される。 

また、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、その後の昭和 47 年５月に再

度、連番により払い出されており、当該払出時点において、申立期間の国民年

金保険料は集金人に納付することができない期間である上、申立人は申立期間

直前の 36 年４月から 40 年 12 月までの期間、申立人の妻は 36 年４月から 40

年４月までの期間の国民年金保険料を第１回特例納付の実施期間である 47 年

６月 30 日に納付しており、申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を、定期

的に集金人へ納付していたとの主張とは一致しない。 

さらに、申立期間直後の昭和 45 年４月から同年６月までの国民年金保険料

を 47年７月 31日に納付し、その後の 45年７月から 47年３月までの国民年金



  

保険料を同年 10月 30日に過年度納付していることが確認でき、申立人夫婦に

係る国民年金手帳記号番号の払出時点において、特例納付による納付期間と当

該過年度納付期間とを納付した上で、申立人は 60 歳に到達するまで国民年金

保険料をすべて納付することにより年金受給資格 19 年（228 か月）を満たす

ことになり、国民年金の受給資格を得るのに必要な国民年金保険料を納付した

ものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを裏付ける関係者等の供述も得られず、ほかに申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1236 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年５月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 40年５月から 45年３月まで 

申立期間当時、夫婦で店を経営し、配達や集金で忙しかった。 

自宅に国民年金保険料の集金人が２か月か３か月に一回、来たので夫婦二

人分を納付した。最初の集金人は男性で、次に女性に変わり、また別の女

性になったあと、最後は元の女性に戻った。 

申立期間の国民年金保険料は、すべて集金人に納付した。 

また、申立期間のなかでも、夫が８か月多く納付していることになってお

り、全く納得できない。この申立期間そのものの記録が信頼できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人夫

婦の国民年金手帳記号番号は、Ａ県において昭和 36 年４月に連番で払い出さ

れたものの、その後、申立人夫婦の国民年金被保険者台帳は 45 年に廃棄され

ていることが確認でき、申立人夫婦が国民年金保険料を、納付した形跡が見当

たらないことから､当該台帳が廃棄となったものと推認される。 

また、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、その後の昭和 47 年５月に再

度、連番により払い出されており、当該払出時点において、申立期間の国民年

金保険料は集金人に納付することができない期間である上、申立人は申立期間

直前の 36年４月から 40年４月までの期間、申立人の夫は 36年４月から 40年

12 月までの期間の国民年金保険料を第１回特例納付の実施期間である 47 年６

月 30 日に納付しており、申立人夫婦が申立期間の国民年金保険料を、定期的

に集金人へ納付していたとの主張とは一致しない。 

さらに、申立期間直後の昭和 45 年４月から同年６月までの国民年金保険料

を 47年７月 31日に納付し、その後の 45年７月から 47年３月までの国民年金



  

保険料を同年 10月 30日に過年度納付していることが確認でき、申立人夫婦に

係る国民年金手帳記号番号の払出時点において、特例納付による納付期間と当

該過年度納付期間とを納付した上で、申立人は 60 歳に到達するまで国民年金

保険料をすべて納付することにより年金受給資格 20 年（240 か月）を満たす

ことになり、国民年金の受給資格を得るのに必要な国民年金保険料を納付した

ものと考えるのが自然である。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを裏付ける関係者等の供述も得られず、ほかに申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 40年３月まで 

母から言われて、20 歳になってすぐに国民年金の加入手続をし、国民年

金保険料については集金の人が来た時に納付していた。 

Ａ市に居住していた平成８年から 10 年ごろ、「国民年金の件で来ました。

未納の分を今のうちに納めませんか。」と女性が自宅に来て、国民年金保

険料の納付状況を調べてくれたが、未納とされている期間はなかった。 

また、国民年金手帳の昭和 38 年度の欄は、左側のページに斜線が引いて

あり、大きな○の印で納付の証明があったと記憶しているが、今は処分し

てしまって手元に無い。 

几
き

帳面な性格なので、２年間も保険料を納付しないでいることはないはず

である。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の

国民年金手帳記号番号が、昭和 40 年７月１日に払い出されていることが確認

でき、この時点では、申立期間は過年度納付によってのみ国民年金保険料を納

付できる期間であるところ、申立人においては、集金人以外に国民年金保険料

を納付した記憶は無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料を過年度納

付したことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の

国民年金保険料を過年度納付したとは考え難い。 

また、申立人は、ⅰ）国民年金手帳の申立期間である昭和 38 年度の欄の左

側のページ（「国民年金印紙検認記録」欄）に斜線があり、○の印で納付の証

明があったと主張しているところ、社会保険事務所は、国民年金印紙検認記録

欄の斜線について、「無資格期間、時効消滅期間であることが考えられる。」



  

旨の回答をしていること、ⅱ）Ａ市において国民年金保険料の納付状況を調べ

てもらった時には、未納とされている期間はなかったと主張しているものの、

社会保険事務所が、「Ａ市については、年に１回程度、市職員と社会保険事務

所の職員が合同で現年度保険料に係る戸別訪問を行っていた。」と回答してい

ることから、申立人のいずれの主張も、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す事情とまでは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間当時に同居していた申立人の兄については、社

会保険事務所の記録から、その国民年金手帳記号番号が申立人と同日に払い出

され、国民年金保険料の納付については、申立人と同じく、昭和 40 年３月ま

では未納とされ、同年４月から納付済みとされていることが確認できることか

ら、申立人と申立人の兄は、同年４月から国民年金保険料の納付を開始したと

考えるのが自然である。 

加えて、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から 41年３月まで 

私の家は一家で家業を営んでいて、私の国民年金の加入手続も保険料の納

付も、３人の兄達の分と一緒に、お金のことを全部取り仕切っていた父が

してくれていた。兄達の記憶によると、町内会が毎年持ち回りで国民年金

保険料の集金を担当していて、集金に来た担当者に父が保険料を支払って

いた。３人の兄達は国民年金加入期間の全期間の国民年金保険料を納付し

たものとされているのに、私だけが申立期間について未納とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41 年４月ごろに払い出されたもの

と推認され、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらないとともに、申立人は、20 歳に達した 40 年１月にさかの

ぼって強制加入被保険者資格を取得していることが確認でき、国民年金手帳記

号番号が払い出された時点では、申立期間のうち同年１月から同年３月までの

国民年金保険料は過年度納付以外の方法では納付することができないことから、

申立人の父親が納付組織を通じて申立人の国民年金保険料を納付していたとす

る申立内容は不自然である。 

また、申立人の３番目の兄の国民年金手帳記号番号は、昭和 38 年９月に払

い出されており、20 歳に達した 37 年６月にさかのぼって強制加入被保険者資

格を取得していることが確認でき、国民年金手帳記号番号が払い出された時点

では、過年度納付以外の方法では納付することができなかった同年６月から

38 年３月までの国民年金保険料は、社会保険庁の特殊台帳により 49 年１月か

ら実施された第２回目の特例納付の時期に納付されていることが確認できる。



  

このことについて、申立人の長兄の供述によれば、申立人の父親が申立人の３

番目の兄の上記国民年金保険料を特例納付したものとみられるが、申立人は、

46 年５月に結婚し実家を離れており、申立人の父親が申立期間について特例

納付をしたとは考え難く、申立期間に係る国民年金保険料が特例納付されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人の父親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人は国民

年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立人の申立期間に係る国

民年金保険料を納付したとする申立人の父親は既に亡くなっているため、申立

期間における国民年金の加入状況、保険料の納付状況等は不明であり、ほかに

申立人の申立期間に係る国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1239 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年 12月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年 12月         

私の国民年金加入手続は、私の父親が昭和 60 年７月ごろＡ市Ｂ区役所Ｃ

出張所で行い、私の国民年金保険料については、私の両親が両親自身の国

民年金保険料とともにＤ農業協同組合Ｅ支店の窓口で支払い、その後も同

支店で口座振替により納付した。私の両親は、私の国民年金保険料を１か

月も欠けることなく期限内に納めており、未納の案内を受けたことや過去

にさかのぼって納めたことはないと言っている。 

申立期間について、国民年金保険料を納付したものと認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市Ｂ区役所Ｃ出張所が保管する国民年金被保険者台帳により、申立人の

国民年金手帳はＡ市の職権適用により昭和 61 年２月７日に交付されているこ

とが確認でき、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらないとともに、社会保険庁のオンライン記録により、申立

人は、申立人が 20歳に達した 60年７月にさかのぼって強制加入被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

また、Ａ市Ｂ区役所Ｃ出張所が保管する国民年金被保険者名簿及び社会保

険事務所が保管する領収済通知書により、申立人の申立期間直前の昭和 60 年

７月から同年 11月までの期間及び申立期間直後の 61年１月から同年３月まで

の期間の国民年金保険料が、それぞれ 62年２月 25日及び 63年３月 22日に過

年度納付されていること、申立人の両親は申立期間に係る国民年金保険料を現

年度納付していることが確認でき、申立内容と納付状況が一致しない上、同年

３月 22 日時点では、申立期間は時効により納付できない期間であることから、



  

申立人の両親は、さかのぼることが可能であった期間の保険料のみを時効とな

る直前に納付したと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の両親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、日記等）は無く、申立人は、申立期間に係る

国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の両親の申立期間に係る記憶

は曖昧
あいまい

なため、保険料の納付状況等が不明であり、ほかに申立人の申立期間

に係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1240 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月から 61年３月まで 

社会保険事務所の記録では、昭和 59年４月から 61年３月までの国民年金

保険料が未納とされている。59 年に退職後、共済の健康保険を任意継続し、

並行して国民年金保険料も納付していたはずである。しっかりと調査して、

この期間について保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 61 年５月ごろ払い出されていること

から、このころ国民年金に加入したと考えられるが、この時点で申立人は任意

加入対象者であることから、国民年金保険料をさかのぼって納付することがで

きなかったと考えられる上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、預金通帳等）が無い上、国民年金の加入手続並びに保険料

の納付場所及び納付金額等に関する申立人の記憶は明確ではなく、国民年金の

加入状況、保険料の納付状況等は不明である。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1241 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年４月から 46年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 46年２月まで 

申立期間当時は自営業をしていたが、隣組の人に勧められて断ることが

できずに国民年金に加入した。 

国民年金の保険料は定期的に隣組の人が集金に来ていたが、集金をして

いた隣組の人は既に亡くなっており、証言を得ることができない。 

申立期間の保険料を納付したことは間違いないので納付記録を回復して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所が保管する国民年金手帳

記号番号払出簿から結婚後の昭和 47 年５月ごろに払い出されていることが確

認できるとともに、結婚前の申立期間に係る国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間は 107 か月と長期間であり、申立人が国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間に

係る国民年金への加入手続、国民年金手帳を所持していたことに関する申立人

の記憶は明確ではないとともに、申立人に国民年金への加入を勧めたとされる

隣組の人は既に死亡しており、供述が得られない上、隣組等の納付組織につい

ての資料等が残っていないため、国民年金への加入手続や、国民年金保険料の

納付状況等が不明である。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1242 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58年３月から 59年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年３月から 59年４月まで 

社会保険事務所の記録では、昭和 58年３月から 59年４月までの国民年金

保険料が未納とされている。以前から無職の時も必ず国民年金に加入し国

民年金保険料を継続して納付していた。しっかりと調査して、この期間に

ついて保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金被保険者資格の取得日は、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民

年金被保険者名簿、及び申立人が所持する年金手帳から、昭和 59年５月 15日

であることが確認できるところ、この時点で申立人は厚生年金保険の受給権者

であり、国民年金については任意適用の対象者であったことから、さかのぼっ

て国民年金保険料を納付することができなかったものと考えられるとともに、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人の国民年金の加入手続、国民

年金保険料の納付方法等に係る記憶が明確ではなく、国民年金の納付状況が不

明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1243 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53年１月から 54年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から 54年２月まで 

申立期間の国民年金保険料納付記録を照会したところ、保険料を納付され

た記録は確認できなかったとの回答をもらった。 

昭和 49 年 12 月末に海外から帰国し、50 年春に第２子出産、長女の入学

とあわただしい時期が続き一息ついたころ、当時住んでいたＡ市Ｂの団地

に市役所出張所があったのでそこで国民年金へ加入し、申立期間の国民年

金保険料は、Ｃ銀行（現在は、Ｄ銀行）Ｅ支店で納付していたので、回答

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が国民年金の加入手続及び国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、

昭和 53 年１月前後にＡ市役所Ｂ出張所で国民年金に加入し、納付書に基づき

Ｃ銀行で国民年金保険料を納付したとしているものの、保険料額、納付時期等

は記憶に無いとしており、保険料の納付状況等が不明であり、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

また、社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿から、申立

人の国民年金手帳記号番号は、Ｆ市へ転居後の昭和 54 年５月に払い出された

ことが確認でき、社会保険庁の記録では、申立期間は国民年金には未加入とさ

れ、さかのぼって国民年金保険料の納付ができない期間であり、申立人に別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことが確認できない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 54年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を確認したところ、申立期間の国民年金保険料

が未納となっていることが判明した。昭和 54 年に私の子供が大学を卒業し、

授業料が不要となったため、国民年金に加入した。その時にＡ町役場Ｂ支

所の支所長から「昭和 36 年から 54 年までの 18 年間分の未納となっている

国民年金保険料が数万円であり、保険料を納付することができる。」との

話を聞いて、夫が同支所窓口において保険料を納付したと記憶している。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人自身は、国

民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の申立期間に係る国民年金保険

料の納付を行ったとする申立人の夫は、既に死亡しており、保険料の納付状況

等が不明である。 

また、申立人は、昭和 54 年４月に国民年金への加入手続を行った上で、36

年４月から 54年３月までの 18年間分の未納となっている国民年金保険料を一

括して納付したと申し立てているものの、申立期間当時において、申立人の夫

は厚生年金保険の被保険者であったことから、申立人は、国民年金の任意加入

被保険者として同年４月に国民年金に加入していることがＡ町役場の保管する

国民年金被保険者名簿から確認でき、申立人は、申立期間において、国民年金

に加入しておらず、国民年金保険料をさかのぼって納付することができなかっ

たものと考えるのが自然である。 

さらに、昭和 54 年４月は、特例納付が可能な時期ではあるが、申立人が納



  

付したと主張する国民年金保険料は、申立期間の保険料の一括納付に必要な金

額と大きく相違しており、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付したことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡厚生年金 事案 908 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月 15日から 34年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

当該事業所に勤務していた当時の同僚の名前も記憶しているので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社における同僚として名前を挙げた者の厚生年金保険被保険者

記録が、社会保険事務所が保管する同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により確認できるとともに、当該同僚の一人が、当該事業所は申立期間当

時に既に事業活動を行っていた旨を供述していることから判断すると、勤務期

間の特定はできないものの、申立人が申立期間において、同事業所に勤務して

いたことを推認することができる。  

しかしながら、申立人が申立期間において勤務したとしているＡ社は、社

会保険事務所の記録によれば、昭和 34 年９月１日に厚生年金保険の適用事業

所となっており、申立期間における適用事業所としての記録は確認できない上、

申立人は、同日に当該事業所における厚生年金保険被保険者資格を取得してお

り、申立人が名前を挙げた同僚についても申立人と同じ日に被保険者資格を取

得していることが確認できる。 

また、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっており、当時の事業主も既に死亡している上、当時、当

該事業所に勤務していた同僚として名前を挙げた者で、唯一連絡の取れた一人

に照会したところ、「申立人が勤務していた記憶はある。私より８年から 10

年くらい後に入社したのではないか。当時の厚生年金保険の適用に関する情報



  

については分からない。」と供述していることから、当時の人事記録等による

勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認することが

できない。 

さらに、申立人は、申立期間当時、事業所から交付を受けた健康保険証に

より受診したと主張していることから、加盟していたことの可能性が否定でき

ない同種同業で組織され、組合方式で運営されている国民健康保険組合（現在

は、社団法人国民健康保険組合協会）に当該事業所の加盟状況について照会し

た結果、「現存する組合及び合併等により継承された組合に関する資料等は保

存しているが、それ以外については、既に廃棄している。」と回答しており、

当該事業所が当時国民健康保険組合に加盟していたことを確認することができ

ない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 17年４月１日から 20年 10月１日まで 

昭和 17 年４月１日に養成工としてＡ社Ｂ所（現在は、Ｃ社Ｄ所）に入社、

18年 11月ごろ同社Ｅ工場に配属となり、20年９月ごろ退社した。 

給与からは「独身だからこんなに引かれるだろう。」と思うぐらい控除さ

れており、厚生年金保険料も控除されていたと思うので、申立期間を厚生

年金保険の加入期間として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたと申し立てているＡ社Ｂ所では、厚生年金保険（当

初は、労働者年金保険）制度開始以前から独自に年金事業を行っており、昭和

17 年６月より前に入社した者については、Ｆ共済組合（現在は、Ｇ共済組

合）に強制加入することとされていたところ、当該事業所は、申立人が同年４

月１日から 20年９月 30日まで同事業所に勤務していた旨を回答していること

から、当該期間において勤務していたことは認められる。 

また、昭和 17 年６月に労働者年金保険法の保険料徴収及び保険給付に関す

る規定が施行された際、Ｆ共済組合の組合員であった者は、労働者年金保険法

適用除外申請を行うことにより、引き続き組合員の資格を有することができ、

Ｇ共済組合は「この取扱いに例外は無かった。」と供述していることから、同

共済組合が管理する厚生年金保険適用除外申請書の名簿に申立人の名前は確認

できないものの、同名簿には欠落部分もあることから、申立人は、当時、引き

続きＦ共済組合の組合員としての身分を有していたものと考えられる。 

さらに、この取扱いは、昭和 23 年８月の厚生年金保険法改正によって廃止

されているが、その時点でＡ社Ｂ所に勤務していた者は厚生年金保険に移行し、

同法の被保険者資格に関する規定が施行された 17 年１月１日又は同日から同



  

年５月 31 日までの期間にＦ共済組合での資格取得日がある者については、同

期間内の当該日にさかのぼって厚生年金保険の被保険者となっているが、申立

人は、厚生年金保険被保険者への遡及
そきゅう

適用が行われた 23 年には既に退職して

いることから、同共済組合での資格取得日である 17 年４月１日にさかのぼっ

て厚生年金保険の被保険者とする処理はなされなかったものと考えられる。 

加えて、当該事業所が管理する厚生年金保険被保険者名簿及び社会保険事

務所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の記録は

確認できず、同事業所は「申立人は、申立期間においてＦ共済組合に加入して

おり、厚生年金保険に加入していなかったため、申立てどおりの届出を行って

いない。」と回答している。 

このほか、申立人が名前を記憶している同僚二人（一人は申立人と同じ学

校を卒業し、一緒にＢ所に入社したとしている。）についても、申立期間にお

いて厚生年金保険に加入していた記録は見当たらない上、連絡先が判明した一

人に聴取したところ、申立人のことは記憶しているものの、申立ての事実を確

認できる供述は得られない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間中、Ｆ共済組合の組合員であったと考えられ、厚生年金保険

被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者の資格取得日が昭和 27 年６月１

日であるとの回答があった。 

当該事業所には昭和 27 年４月１日から勤務していたので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が提出した申立人に係る労働者名簿の「履歴（学歴・職歴・賞罰）」

欄に「昭和 27 年３月Ａ社入社」との記録が確認できることから、申立人が申

立期間においてＡ社に勤務していたことを確認することができる。 

しかしながら、Ｂ社が提出した申立人に係る当該名簿の「雇入年月日」欄

には、「昭和 27 年６月１日雇入」との記録があり、社会保険事務所の記録と

一致している上、申立人が同時期に入社したとする同僚二人は、「申立人は昭

和 27 年６月以前からＡ社において勤務していたが、申立期間当時は見習期間

があり、見習期間中は厚生年金保険の適用は無かったと記憶している。」と供

述しており、当該同僚の厚生年金保険の被保険者記録はいずれも昭和 27 年６

月以降となっていることから、当時、同事業所では入社と同時に厚生年金保険

被保険者資格を一律に取得させていなかった事情がうかがえる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿では、申立人の被保険者資格取得日は昭和 27 年６月１日となってお

り、申立期間における申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

さらに、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る

雇用保険被保険者記録は確認できない。 



  

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 911 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年３月 31日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 63年４月１日から同年５月 21日まで 

             ③ 平成７年６月 21日から８年９月 30日まで 

申立期間①については、Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 63 年３月末日で退

職する旨の辞表を提出し、同年３月 31 日まで勤務していた。申立期間②に

ついては、Ｃ社（現在は、Ｄ社）の資格取得日が同年５月 21 日になってい

るが、同年４月１日に入社しているので、申立期間①及び②を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

また、申立期間③のうち、社会保険事務所の記録では、Ｄ社における入社

時の標準報酬月額は 26 万円、平成７年 10 月１日以降は 22 万円となってい

るが、同社に勤務していた期間の標準報酬月額は、入社時から一貫して 28

万円であったので、申立期間における標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁の記録によれば、申立人のＡ社における

厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、昭和 63 年３月 31 日となっており、

Ｂ社が提出した厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書においても申立

人の資格喪失日は同日となっており、社会保険庁の記録と一致している。 

また、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る

雇用保険被保険者記録は確認できない。 

さらに、申立人と同様に昭和 63年３月 31日にＡ社における厚生年金保険



  

被保険者資格を喪失している同僚７人から聴取した結果、このうち６人は

同日においても勤務していたと供述しているものの、Ｂ社では、「当時、

退職者に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日は月末付けで届け出てお

り、申立期間当時の厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書においても

月末付けで届け出ていることが確認できる。また、業務の都合で退職月の

月末まで勤務していた者もいるかもしれないが、給与は１か月分を全額支

払っており、当月分の厚生年金保険料は控除していない。」と回答してい

る。 

加えて、申立人は申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

２ 申立期間②について、Ｄ社が提出した「63 年４月新人研修生」一覧表か

ら判断すると、申立人が申立期間においてＣ社に勤務していたことを推認

することができる。 

しかしながら、社会保険庁の記録によれば、申立人のＣ社における厚生年

金保険被保険者資格の取得日は昭和 63年５月 21日となっている。 

また、公共職業安定所の記録によれば、申立期間における申立人に係る雇

用保険被保険者記録は確認できない。 

さらに、Ｄ社では、「申立人は昭和 63 年４月から勤務していたことが確

認できるため、申立人に係る厚生年金保険料を納付していたものと思われ

るが、社会保険関係資料等は残っていない。なお、現在の就業規則では３

か月間の試用期間を設けているが、会社が必要と認めた時は試用期間を短

縮し又は設けないことがあり、当時も同じ運用であったと思う。」と回答

している上、当時のＣ社における採用担当者は、「当時、採用した社員に

対しては、面接時に試用期間がある旨を伝えていたと記憶している。」と

供述しており、申立人と同時期に同事業所に入社した同僚４人から聴取し

たところ、うち二人は、「入社後の３か月間は試用期間であった。」と供

述しており、残りの二人は、「当時の入社時期等に係る記憶は無い。」と

供述していることから、当時、同事業所では入社と同時に厚生年金保険被

保険者資格を一律に取得させていなかった事情がうかがえる。 

加えて、申立人は申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

３ 申立期間③について、Ｄ社は、申立人の申立期間を含む厚生年金保険被保

険者期間における標準報酬月額は一貫して 28 万円であったとの文書を申立

人に交付しているが、申立期間について当該標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により控除されていたことを確認できる関連資料は無い。 

また、当該事業所における厚生年金保険被保険者資格を平成７年５月から

同年 10 月までに取得した申立人を含む８人について、当該資格取得時と８

年 10 月１日の標準報酬月額を比較して見ると、３人はいずれも同額となっ

ているが、残りの５人は申立人と同様に同日における標準報酬月額が高く

なっていることが確認できる。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日である平成７年６月

21 日の標準報酬月額は 26 万円であるのに対し、同年 10 月１日の標準報酬

月額の定時決定時には 22 万円と低くなっているが、当該事業所は、「当時

の給与は毎月 10 日締めの 25 日払いである。」と回答していること、申立

人の資格取得日が同年６月 21 日であることから判断すると、同年 10 月１

日の定時決定の対象となった報酬月額は同年７月に支払われた同年６月 21

日から同年７月 10 日までの期間に係る給与であり、１か月分の給与でな

かったことから、定時決定された標準報酬月額が資格取得時の標準報酬月

額よりも低くなったものと考えられる。 

加えて、申立人と同時期である平成７年６月 19 日に厚生年金保険被保険

者資格を取得した同僚二人についても、申立人と同様に同年 10 月１日に定

時決定された標準報酬月額が資格取得時の標準報酬月額よりも低くなって

いることが確認できる。 

なお、社会保険庁の記録によれば、申立人の標準報酬月額がさかのぼって

大幅に引き下げられているなどの不自然な点はうかがえず、このほか、申

立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間③について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 912 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年９月１日から 29年１月 12日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社（昭

和 33 年８月にＢ社に名称変更）が厚生年金保険の適用事業所となった日及

び被保険者資格の取得日が昭和 29年１月 12日となっていた。 

昭和 29 年１月 12 日は事務所の移転手続を行った日であり、それ以前の

28 年９月から既に厚生年金保険に加入していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

法人登記簿により、Ａ社の会社成立年月日は昭和 28 年９月 12 日となって

おり、かつ、申立人が代表取締役となっていることが確認できることから判断

すると、申立期間当時、申立人が同事業所の事業主であったことが認められる。 

しかしながら、Ａ社については、社会保険事務所の記録によれば昭和 29 年

１月 12 日に適用事業所となっており、申立期間において厚生年金保険の適用

事業所としての記録は確認できない。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿においても、健康保険の整理記録されている申立人の被保険者資格取

得日は昭和 29年１月 12日となっている上、社会保険業務センターが保管する

申立人の厚生年金保険被保険者台帳においても、同日が被保険者資格取得日と

なっており、申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は確認で

きない。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は既に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっており、当時の社会保険関係資料も保存されて

いない上、同事業所に勤務していた当時の従業員は、「私の厚生年金保険の資



  

格取得日は昭和 29年１月 12日となっているが、それ以前はまだ事業所自体が

社会保険に加入していなかったと思う。」と供述している。 

なお、申立人は、昭和 29 年１月 12 日は当該事業所の移転手続を行った日

であると供述しているが、同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、「29.8.1事業所所在地変更」と記載されていることが確認できる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 913 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月９日から 53年１月５日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間における被保険者記録が無いとの回答があった。 

勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人の被保険者資格喪失日は昭和 52 年３月９日となっており、申立期間に

おける申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

また、公共職業安定所の記録によれば、当該事業所における申立人の雇用

保険被保険者記録は社会保険事務所の記録と一致しており、申立期間における

申立人に係る雇用保険被保険者記録は確認できない。 

さらに、社会保険事務所の記録によれば、当該事業所は申立人の厚生年金

保険被保険者資格喪失日である昭和 52 年３月９日に厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなっており、当時の事業主も既に死亡しており照会することが

できない上、同事業所に勤務し、かつ、被保険者資格の喪失日が申立人と同一

日となっている同僚４人は、いずれも、「申立人に係る記憶は無いが、当時、

申立事業所が倒産したことに伴う退職であった。」と供述している。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 914 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月 16日から 39年７月１日まで 

② 昭和 40年４月 24日から同年５月４日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に入社してすぐに、Ａ社の代理店であったＣ社

（商業登記簿謄本によれば、Ｄ社）で勤務するように命ぜられ、Ｃ社で２

年間勤務した。自分と同様に他の代理店で勤務した同僚は、厚生年金保険

の加入記録がつながっているのに、私には被保険者となっていない期間が

あるのは納得できない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が作成し保管する「厚生年金、健康保険、失業保険被保険者名簿」に

より、申立人が昭和 38年４月 16日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、Ｃ

社に移籍したこと、及び 40 年５月４日に再度その被保険者資格を取得したこ

とが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＣ社に係る厚生年金保険被保険者原票に

より、申立人は昭和 39 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、40

年４月 24 日に同資格を喪失（昭和 40 年４月 26 日届出）していることが確認

でき、一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人は

38年４月 16日に被保険者資格を喪失し、40年５月４日に再度その被保険者資

格を取得したことが確認できるものの、申立期間における被保険者記録は確認

できない。 

さらに、Ｃ社は、株式会社に組織変更した後、平成 20 年２月 21 日に破産

手続を終結しており、当時の人事記録等は保管されておらず、また、当時の事

業主は死亡しているため、厚生年金保険の適用状況に関する有力な情報は得ら



  

れず、当時の人事記録等による勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除

の事実について確認することができないが、申立人と同時期に勤務した同僚の

厚生年金保険の適用状況を調査したところ、入社日と厚生年金保険の資格取得

日が各人により異なっており、当該事業所は厚生年金保険被保険者資格を一律

に取得させていなかった事情がうかがえる。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 915 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月１日から 45年７月６日まで 

厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に係

る加入記録が昭和45年７月６日からである旨の回答であった。 

Ａ社については、昭和42年７月から同社が経営する店に勤務したと記憶

しており、入社数か月後に取得した二輪の運転免許証の取得日も同年12月

であるので、回答には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び同僚の供述等により、申立期間において申立人がＡ社に勤務し

ていたことが推認できる。 

しかし、Ａ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び

標準報酬決定通知書により、申立人の資格取得日が昭和45年７月６日として届

出られていることが確認でき、当該資格取得日は社会保険庁のオンライン記録

と一致している。 

また、申立人と同業種の同僚から聴取したところ、当該同僚は約２年間、

Ａ社に勤務していたと供述しているものの、社会保険事務所が保管する当該事

業所に係る厚生年金保険被保険者原票により、厚生年金保険の加入記録は、そ

の一部の期間のみとなっている。 

さらに、社会保険庁の記録により、申立人は申立期間について国民年金に

加入し、国民年金保険料が納付されていることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる関連資料（給与明細書、源泉徴収票等）は無

い上、同僚から聴取したものの、申立内容を確認できる供述及び周辺事情等を

把握することができず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 916 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控徐されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年８月 21日から 45年１月１日まで 

申立期間については、Ａ社に勤務しており、雇用保険料控除の事実が確認

できる雇用保険被保険者資格取得届出確認回答書がある。申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを明らかにし、被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立人が申立期間においてＡ社

に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によれば、申立期間は申立事業所が

厚生年金保険の適用事業所となる前の期間であるとともに、当該事業所が適用

事業所となった昭和 45 年１月１日に、申立人と同じくＢ社から移籍し厚生年

金保険の記号番号を付番された 28 人のうち、社会保険事務所の記録では確認

できない二人を除く 26 人については、申立期間における厚生年金保険の被保

険者記録が無い。 

また、上記同僚の一人が提出した当時の給与明細書（昭和 44 年７月から 45

年３月までの期間）によれば、申立期間において厚生年金保険料が控除されて

いないことが確認できることから、申立人も同様に申立期間の厚生年金保険料

を給与から控除されていなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人は申立期間において給与から厚生年金保険料を控除されて

いたことが確認できる給与明細書等を所持しておらず、このほか、申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 917 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年３月から同年 10月まで 

申立期間においては、Ａ社に勤務しており、私の履歴書にも書いてきた。

健康保険証を使った記憶もあり、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が名前を挙げた、申立事業所に係る厚生年金保険の記録を有する同僚

の供述から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことを推認するこ

とができる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、当該名簿によれば、昭和 35 年３月に同じ学校を卒業し、同時に入社

したとする同僚の厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年９月１日となって

いるとともに、ほかの同窓で同期に入社し同年９月１日前に当該事業所を退職

したとする同僚については、当該事業所に係る厚生年金保険の加入記録が確認

できないことから、当該事業所においては、入社後一定の期間を経過した後に、

厚生年金保険の被保険者資格の取得手続を行っていた可能性がうかがえる。 

さらに、申立人の同窓で同期に入社し、その後、申立人と同じ事業所に転職

した同僚は、「転職のための面接試験を受けたが、退職の申出をする前に当該

事業所は転職活動を知っていた。」と供述していることから、当該事業所は申

立人の転職活動を把握した上で、昭和 35 年９月１日の厚生年金保険の被保険

者資格取得届から申立人を除外した可能性がうかがわれる。 



  

加えて、申立人は申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、事業

主及び厚生年金保険事務担当者は既に死亡している上、承継事業所にも当時の

賃金台帳等関連資料が保管されておらず、申立期間当時における勤務実態及び

事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 


